
教員免許状の有効性確認フロー
• 授与年月日が「令和４年７月１日以降の教員免許状」は、
有効期間の定めなし（生涯有効）となります。

• 授与年月日が「令和４年６月３０日以前の教員免許状」の
有効性は、以下のフローチャートで確認してください。

初めて授与された教員免許状の授与年月日は、
平成２１年４月１日以降である

は
い

（新免許状）
Aへ進む

い
い
え

（旧免許状）
過去に教員（注１）とし
て勤務したことがある

Bへ進む

教員免許状は生涯有効です

A 新免許状所持者の場合

教員免許状に記載された「有効期間の満了の日」は
令和４年７月１日以後である

その教員免許状
は生涯有効です 更新・免除・延長申請をしたことがある

更新等の証明書に記載されている教員免許状の
有効期間の満了の日は、令和４年７月１日以降である

教員免許状は失効しています。
有効にするには再授与申請（注２）が必要です。

（注１）「教員」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園の主幹教諭（幼保連携型認定こども園
の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。）、指導教諭、教諭、助教諭、養
護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭
及び講師を指します。（臨時的任用職員を含む）
（注２）「再授与申請」とは、教員免許状を失効した人が有効な教員免許状を再取得す
るために、都道府県教育委員会に授与申請を行うことです。
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B 旧免許状所持者の場合（過去に教員として勤務したことがある）

過去に更新等の手続をしたことがある

更新等の証明書に記載された修了確認
期限は、令和４年７月１日以降である

「★過去に更新等の手続をしたことがない場合」
から、修了確認期限を確認

その教員免許状は
生涯有効です

いいえ
「修了確認期限」の日時点で、
教員として勤務していた

教員免許状は失効しています。
有効にするには再授与申請（注２）が必要です。

★過去に更新等の手続をしたことがない場合

栄養教諭免許状の
授与年月日

修了確認期限

平成18年3月31日
以前

平成28年3月31日

平成18年4月1日～
平成19年3月31日

平成29年3月31日

平成19年4月1日～
平成20年3月31日

平成30年3月31日

平成20年4月1日～
平成21年3月31日

平成31年3月31日

生年月日 修了確認期限

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

平成23年3月31日

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

平成24年3月31日

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日
昭和42年4月2日～昭和43年4月1日
昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

平成25年3月31日

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日
昭和43年4月2日～昭和44年4月1日
昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

平成26年3月31日

昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日

平成27年3月31日

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
昭和45年4月2日～昭和46年4月1日
昭和55年4月2日～昭和56年4月1日

平成28年3月31日

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

平成29年3月31日

昭和37年4月2日～昭和38年4月1日
昭和47年4月2日～昭和48年4月1日
昭和57年4月2日～昭和58年4月1日

平成30年3月31日

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日
昭和48年4月2日～昭和49年4月1日
昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

平成31年3月31日

昭和39年4月2日～昭和40年4月1日
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日
昭和59年4月2日～

令和2年3月31日

（a）：平成21年３月31日
までに授与された栄養
教諭免許状がある場合

（c）： （a）に該当しない方で、
生年月日が昭和30年４月
１日以前の場合

教員免許状は
生涯有効です

（b）：（a）に該当しない方で、
生年月日が昭和30年４月
２日以降の場合
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